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第11編 実態調査

第1章 総 則

第1 目的

本編は、出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という｡）第59条の2の規定に

基づく事実の調査（以下「実態調査｣ という｡）に関する入国審査官又は入国警備官の職

務の遂行について、その取扱いを具体的に規定し、もって、その適正を図ることを目的と

する。

第2 実態鯛査の根拠規定

本編における実態調査の法的根拠は、事実の調査に係る入管法第59条の2の規定であ

る。

実態調査は、調査の対象となる外国人（以下「対象外国人」という｡）又はその関係人

や関係機関（以下、対象外国人を含め「対象者等」という｡）の任意の協力に基づいて行

うものである。

（注1）入国警備官は、入管法第22条の4第1項の規定による在留資格の取消しに関

する処分を行う必要がある場合にのみ、入管法第59条の2の規定に基づく事実

の調査を行うことができる。

（注2）実態調査においては、対象者等に対して直接的に強制する手段は認められてい

ないことに留意する。

第3 実態調査の趣旨
I
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第5 鯛査担当官と審査担当官との連携

実態調査部門が設置されているなど実態調査の担当官（以下「調査担当官」という｡）

が申請等の審査担当官と異なる場合には、実態調査に当たって解明すべき事項、対象者等

の過去の申請等における動向等実態調査に当たって留意すべき事項等について、調査担当

官と審査担当官が綿密に打合せを行い、的確な実態調査を行う。

第6 警備部門との連携

在留資格の取消しに係る実態調査については、入国警備官も行うことができるところ、

当該実態調査については、審査部門と警備部門において十分な情報共有を図って連携して

実施する。特に、警備部門において、摘発時等に、在留資格取消対象者を発見し、実態調

‐2－
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査を行う場合には、審査部門と警備部門が相互に協力して実態調査及び在留資格取消手続

をとる。

第7 効果的な実態調査の実施の確保

各地方出入国在留管理官署においては、在留諸申請に係る処分の許否、在留資格取消し

の判断及び退去強制手続における実態調査結果の活用状況について、適宜フオローアップ

を行い、効果的な実態調査の確保に努めるものとする。

（注）実態調査を実施した部門及び出張所を中心に、各官署において行うものである。

第2章 実態調査案件の進行管理等

第1 受理及び配分

1 実態調査を担当する首席審査官、統括審査官若しくは出張所長又は首席入国警備官（以

下｢調査担当首席審査官等」という｡）は、自ら実態調査を行うことを決定したとき、審

査担当部門からの依頼により実態調査を行うことを決定したとき、又は他の地方出入国在

留管理局・支局からの依頼により実態調査を行うことを決定したときは、遅滞なく当該案

件を実態調査台帳（任意様式）に登載し、その処理状況を明らかにする。

（注）在留諸申請に係る審査において、必要に応じて申請人等から電話又は面接等によ

り、申請内容の不明な点について聴取・確認する場合等、調査担当首席審査官等に

おいて個別の申請案件とともに進行管理を行い、在留資格審査画像照会システムに

入力すべきと考えられるものについては、実態調査台帳への登載及び後記第3の外

国人出入国情報システム（以下「FEIS」という｡）への入力を行う必要はない。

2 調査担当首席審査官等は、実態調査台帳に登載した案件については、効果的に処理する

ことを念頭に当該案件に係る調査担当官を指名し、調査の時期、調査上の留意点等を具体

的に指示した上で配分する。

なお、調査担当官の指名に際しては、原則として複数名を指名し、最上位の担当官が主

導的役割を果たしつつ、実態調査を行うこととする。

第2 進行管理

1 調査担当首席審査官等は、調査担当官の調査の進捗状況を定期的に確認する。

2 調査担当官が実態調査案件の配分を受けたときは、同担当官は、調査の進捗状況を常に

把握しておくように努める。

また、後記第3のとおり、FEISの実地調査登録に入力し、もって調査の進捗及び結
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果を管理する。

第3 進捗状況等のFEISへの入力

1 受理内容
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3 調査結果

当該対象者等に関する一連の実態調査が終了した場合には、調査担当官は、当該対象者

等に係る実態調査結果の要旨及び調査完了日を入力する。

第3章 基礎調査

第1 調査方法及び内容
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第11編 実態調査

第5章 実地調査

第1 実地調査の心構え

調査担当官は、実地調査を行うに当たっては、次の点に留意する。

1 実地調査は、あくまでも強制力を伴わない任意の調査であることを十分認識し、調査に

際しての発言、行動等には特に留意しなければならない。

2 実地調査により解明しようとする事項を十分理解し、基礎調査・照会調査等を通じて準

備に万全を期するとともに、当該事項の解明のために最適な方法・タイミングで調査をす

るよう留意しなければならない。よって、実地調査の実施の判断に当たっては、これらの

準備・タイミング等が整っているか見極める必要がある。
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第2 トラブル等の発生防止

調査担当官は、実地調査を行うに当たっては、トラブルが発生しないよう十分な注意を

払い、特に、次の点に留意する。
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第6章 対象者等からの事情聴取

第1 出頭要請

1 調査担当官が入管法第59条の2第2項の規定に基づき対象者等から事情聴取するため

に出頭を求める場合は、別記第2号の1様式又は別記第2号の2様式による出頭通知書を

使用する。

2 出頭通知書の入国審査官又は入国警備官の氏名は、調査担当官たる入国審査官又は対象

者等に出頭通知書を手交する入国審査官若しくは入国警備官の名をもって行う。なお、別
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記第2号の1様式及び別記第2号の2様式の番号欄については、必要に応じ、進行管理の

ために使用する番号等を記載する。

（注1）入国警備官は別記第2号の2の様式に限り出頭通知をすることができる。

（注2）対象者等に対し、電話又は口頭で出頭を求めることを妨げないが、電話で出頭

を求めたときは別記第3号様式による電話記録書、口頭で出頭を求めたときは別記

第4号様式による面接記録書にそれぞれ記録するとともに､相手方が求めたときは、

出頭通知書を作成し、交付する。

第2 事情聴取
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(注2）実態調査により、人身取引等の被害者又はその可能性がある者を認知した場合

の対応については、入国．在留審査要領第10編第1章第3節第4参照。

(注3）実態調査により、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第

1条に規定する配偶者からの暴力を受けた外国人（以下「DV被害者」という｡）

又はDV被害者と思料される外国人を認知した場合の対応については、入国．在

留審査要領第10編第1章第3節第5参照。
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第7章 調書等の作成

第1節 調書の種類

入管法第59条の2に規定する調査に当たって、次の各号に該当するときは、それぞれ各

イ
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号に定める書類を作成する。
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第2節 実地調査報告書及び供述調書等の作成

第1 基本的事項

1 実地調査報告書、供述調書、電話記録書及び面接記録書の作成に際しては、虚偽、誇張

又は歪曲があったり、憶測を混じえるようなことがあってはならず、対象者等が供述した

内容や見聞した事実をありのまま記載する。

2 実地調査は、それぞれの申請案件に係る事実関係の究明などの目的の下に行うものであ

るため、実地調査報告書、供述調書、電話記録書及び面接記録書には、その目的に沿い、

重要な点については詳細に記載する。

3 文章は、分かりやすく、文字は正確に記載する。

第2 調書作成上の留意点

’ 鰯譲蕊鐙綴鰯醗‘
1蕊景
咄鍜4

’ 譲蝋聡輝綴蝋麟議繊懸鶏獅……1

|蝿鶴雛翻

1

|…蝉灘蕊羅糠購蘭蕊認 溌藤議蕊騨騨I
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第3 実地調査報告書の作成
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第4 供述調書の作成
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2 具体的記載方法
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第8章 様 式

■■

出頭通知書（各

出頭通知書（在

電話記録書

面接記録書

実地調査報告書

ｊ
ｊ

式
式

ア
イ

様
様

く
式

１
２

式
式

式
式

式
様

の
の

様
様

様
様

様
号

号
号

号
号

号
号

号
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２
２

３
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５
６

６

第
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第
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第
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第
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記
記

記
記

記
記

記
記

Ｉ
ｊ

ｊ
１

１
ｊ

ｊ
１

月
月

月
月

月
月

月
月

(各種申請用）

(在留資格取消し用）

供述調書

供述調書
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第9章 資料

’

’’

第1節 婚姻・同居案件

第1 申請書等関係記録上の確認事項
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別記第2号の1様式

番 号

No.

年 月 日
Dale

出 頭 通 知 害
NOTICE TO APPEAR

IUo

殿

男 Male

女Femalel 氏 名

Name

2 生年月日

Dale ()I birlh

3 国籍・地域

Nalionality/Region

4 住 居 地

Address in Japan

Las I MiddleFirSi

年 月 日

出入国管理及び難民認定法第59条の2第2項の規定により，下記のとおりあなたの
出頭を求めます。出頭の際は本状を持参してください。なお，期日に理由なく出頭さ
れない場合は，これまでの資料に基づき判断することとなりますので，出頭が遅れる
などの事情があるときはあらかじめお知らせください。

YoLl are hCreby l､GqLIGsted to al)I)Gar as designated below in accoI･dallcG with the provision oi.

ArlicIG 59-2, Pal･agral)h 2 of the lmmigraiion Control and RGIUgee Rccognition Act. 'I､his I1otice

shall be brought with you at the time or appeamnce. MoIでoveI､, if you lail to appear on the

PreSCl･ibed date withOUt a valid l℃ason, a decision will be made based solely oll the documents,

and thGI-elbl､e, 1)IGasG I1otily us if you are going to be latG or or othel･ such circumstallces.

(1)出頭を求める日時 年 '1 時 分

Day

月

Dale of appeal YGal、 MoI1tll

(2)出頭を求める場所 出入国在留管即局 支局・出張所
Place to appeal、 RGgiont,l lml11igl-&ltio!1 SGI-viCcs Bul､cau l)isl1･i(Jt II11Inigl､i'lion Oll.i cG BI･(,''ch Olllce

(3)出頭を求める理由

Reason lo rcqllesI appearnce

(4)持 参 する 資料

Material to be brought with you

出入国在留管理局 支局・出張所

Regional lmmigration SGrvices Bureau District lmmigration OIWcG Branch OHicG

入国審査官

、Imlnigration lllspectol

署名 Sign atul℃



別記第2号の2様式

番 号
No.

年 月 日
Dale

出 頭 通 知 害
NOTICE TO APPEAR

To:

殿
男 Male

女Femalel 氏 名

Name

2 生年月 日

Dale ol birlh

3 国籍・地域

Nalionalily/Region

4 住 居 地

Address in Japan

Las i Firsi Mi61dl l e

年 月 |日

出入国管理及び難民認定法第59条の2第2項の規定により，下記のとおりあなたの
出頭を求めます。出頭の際は本状を持参してください。なお，期日に理由なく出頭さ
れない場合は，当局にて把握している資料等に基づき判断することとなりますので，
出頭が遅れるなどの事情があるときはあらかじめお知らせください。

You are hereby requested to appear as designated bGIow ill accoI､dancG with the provision of

Article 59-2, Paragraph 2 of lhe lmmigration Conirol and RGA｣gee RGcognition Act. This notice

shall be bI､ought with you at the time of appearancG・MorGover, if you lbil to appeal、on the

prescribed datG withoul a valid l･Gason, a decision will be made based Solely on the documents kept

by [he lmmigl､alion Bur"u, and therelbrG, please notily us if yoLl are going to be la(e or ol. other
such circumstal1ces.

(I)出頭を求める日時 年 月 日 時 分
Date of appeal･ Year Month Dav

(2)出頭を求める場所 出入国在留管理局 支局・出張所
Place to appGal･ Rcgional lmmigmlioll SGrviccs BureaLI District lmmigI･ation OIrice Bri'llch Ollice

出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項の各号への核当の有無につ

いて，躯悩を伺うため

In ordG1，lo inquil･e ab()ui lhe ci1℃ulIIstancGs concGI-ning t1pplicabilily un(IGI､

the ilcms o｢ Al-ticle 22-4, ParilgI､ilph (1 ) o｢ 1he lmmigriltioll C()1111､ol al'(I

Refilgec Recognition Act.
(3)出頭を求める理由

Reason (o reqllesl appearncc

(4)持 参 す る 資料

Material to be brought with you

出入国在留管理局 支局・出張所

Regional lmmigration SGrvIcGs Bureau District lmmigration OHicG Branch OmCe

入国審査官・入国警備官

Immigration lnsl)Gclor/IInmigralio'1 C()n11,01 0mcer

署名 Signalure
回



別記第3号様式

電 話 記 録

奎冒

日 時 年 月 日 時 分 ～ 時 分

発信者 受信者

件 名

一 ー ー ‐ ー ー ■■ ＝ 酉 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ＝ ■■ ＝ ー ー ■■ ー ー ｰ ｰ ｰ 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ‐ ー ＝ 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -－ － － － ■■

一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 ｰ 一 一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー ー ｰ ー ＝ 一 一 ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■■ ー ■■ 一 一 ＝ － ＝ 一 一 一 一 一 一 ー 再 ＝■ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 口

ー 一 間 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ■■ ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー ■■ ■■ ー ■■ ~ 一 一 一 ー 一 一 一 ー ■■ ■■ ■■ ■■ ー ‐ ー ー ｰ ＝ 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 画

一 － 一 一 ー ー ー 一 一 ＝■ 一 一 ー 一 一 ー ＝ ー ー ■■ ー ■■ ＝ ー 一 一 ー ー ■■ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

一 一 ヨ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■■ ■■ ｰ ー ｰ ＝ 一 一 - 一 一 ‐ 一 一 ■■ 一 一 一 一 ー 一 一 ｰ 一 一 一 一 一 一 一 一 ■■ ＝ ■■ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ＝ 一 一 ー ■■ 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 ■■ － － － － － － q■

ー ー 一 一 一 ｰ ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ~ 一 ー ー 一 一 一 一 一 ■－ ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ＝ 面 ■■ ー ■■ 一 一 一 一 一 ＝ ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ＝ ー ー ー 一 一 一 一 ＝ － ＝ 一 一 一 － － 一 ロ■

_ 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 ｰ 一 ー ー ー 一 一 一 一 ■一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ＝ 一 一 一 一 ＝ 一 一 一

備 考



別記第4号様式

面 接 記 録

聿冒

日 時 年 月 日 時 分 ～ 時 分

担当者 相手方

件 名

備 考



別記第5号様式

実 地 調 査 報

生ロ 聿冒

年 月 日

出入国在留管理局長 殿

出入国在留管理局

（官職）

（官職）

部門

ｊ
ｊ

日
日

許可申請について調査した結果を報告下記の者の

する。

申 申 請 等 番 号 号 （ 年 月 日申請）第

国 籍 ・ 地 域

氏 名

生 年 月 日

駐
引

三
－

三
曇
、 （男・女）

年 月 日

人 在 留

（期間）

資 格

期 限

（ ）

年 月 日

査 結 果調





別記第6号様式（ア）（施規第52条の3関係）

供 述 調

聿冒

国籍・地域

住 居 地

職 業

（ ）

年 月 日生 （ 歳）

上記の者 年 月 日 に

おいて， に関し，任意次のとおり

供述した。

.’

｜

’

’



別記第6号様式（イ）（施規第52条の3関係）


